
担当課

根拠法令について

独自基準について

※該当するものに○

条 項

31

項

42 3

項目

記録の整備

条文　（独自基準は下線部）

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に際して、利用者
から支払を受ける利用料その他の費用に関する記録及び地域密着型介護サービス費の請求に関する記録を整備し、そ
の完結の日から５年間保存しなければならない。

説明（政令基準・現行との比較、独自基準を設ける理由など）
現行の厚生労働省令では、サービス事業所に対して、サービスの提供に係る記録を、完結の日から２年間保存する義務
を定めていますが、介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であり、サービスの利用料等の費用に関する記録について
は、サービス事業所において、５年間保存する必要があることを明確にするため、新たに５年間の保存義務に関する規定
を設けることとします。

※以下、「第５８条第３項」、「第８０条第３項」、「第１０８条第３項」、「１２８条第３
項」、「第１４９条第３項」、「第１７７条第３項」、「第２０２条第３項」について、同じ

介護サービス事業所が保有する利用者及び介護者に関しての個人情報の中には、特に取扱いに注意を要するものが多
く存在すると考えられることから、事業所の運営規程の中で、定めるべき重要事項の項目に、「個人情報の取扱い」を付
け加えることとします。

条例制定
の方向性

（国基準に対する考え方などを書いてください。）
厚生労働省令により、条項ごとに、「参酌・標準・従うべき」の類型が定められており、「標準」とされている条項
については、検討の結果、市独自の基準を制定する必要がないと判断し、同省令のとおり制定します。「参
酌」とされている条項について、本市の地域性を反映すると共に、同省令条項で定める主旨をより明確化する
ことを目的として、一部、独自の基準を制定します。

審議会等
での検討

有・無 検討内容

項目

運営規程

条文　（独自基準は下線部）
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げ
る事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならな
い。
・・・・(8)個人情報の取扱い
説明（政令基準・現行との比較、独自基準を設ける理由など）

１．無、　２．無（独自基準を規則に委任している…参考資料添付）、　３．有…下欄に記載

※以下、「第５５条」、「第７３条」、「第１０１条」、「１２３条」、「第１４６条」、「第１６９
条」、「第１８７条」について、同じ

地域密着型サービス
の事業の人員、設備
及び運営に関する基
準

介護保険法により定められている介護保険サービス事業の内、市町村が事業所の指定権限及び
指導権限を有している地域密着型サービス事業について、事業所が同事業を実施する際に遵守
すべき人員・設備及び運営に関する基準を定めます。

第　条第　項

国基準を定めている政省令等（別紙添付のこと）
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準

条例委任を
規定する法律

介護保険法
類　型

（参酌/標準/従うべき/
－）

参酌・標準・従
うべき

概要 条文（改正後）

地域主権改革一括法に伴う条例案概要

条例名
長岡京市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準を定める条例

高齢介護課

形式 新規制定・一部改正 一括法 ※該当するものに○１次・２次・個別法
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条 項

76

条 項

114 2

条 項

114 6

条 項

123

説明（政令基準・現行との比較、独自基準を設ける理由など）
現行の厚生労働省令では、入居に際しての留意事項を定めることを義務付けていますが、認知症対応型共同生活介護
事業については、本市の場合、入居者の重度化が進んでおり、今後重度化による対応困難を理由とする退居に関して、
事業者と利用者においてトラブルになるケースも想定されるため、事業者に対して、入居の基準のみではなく、退居に関
する留意事項（退居の基準、手続き等）を定めることを義務付けるものです。

項目

運営規程

条文　（独自基準は下線部）

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する
規程を定めておかなければならない。
⑸  入居及び退居に当たっての留意事項

設備及び備品等

条文　（独自基準は下線部）

事務室は、必要な事務ができる区画とする。

説明（政令基準・現行との比較、独自基準を設ける理由など）

同条第２項で、必要な設備として「事務室」を追加することに伴い、現行の厚生労働省令において、設備に関する基準も規
定されていることから、市条例においても、新たに第６項を設け、「事務室は、必要な事務ができる区画とする。」を付記し
ます。

項目

条文　（独自基準は下線部）

項目

現行厚生労働省令では、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護については、利用者の病状の急変等
に備え、あらかじめ協力医療機関を定めることを義務付けていますが、認知症対応型通所介護事業については、定めが
ありません。このため、認知症対応型通所介護事業においても、利用者の病状の急変等に備え、医療と介護の連携促進
を図るために、協力医療機関を定めることを努力規定として定めることとします。

設備及び備品等

指定認知症対応型共同生活介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、事務室、消火設備その他の非常災害に
際して必要な設備その他指定認知症対応型共同生活介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

説明（政令基準・現行との比較、独自基準を設ける理由など）

条例委任基準
以外の改正

項目

協力医療機関

条文　（独自基準は下線部）

指定認知症対応型通所介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あ
らかじめ、協力医療機関を定めておくよう努めなければならない。

説明（政令基準・現行との比較、独自基準を設ける理由など）

現行厚生労働省令において、認知症対応型共同生活介護の事業所が備えるべき設備及び備品を定めていますが、個人
情報の管理等の観点から共用スペースと事務用スペースを分離するべきであるにもかかわらず、「事務室」が規定されて
いません。このため、市条例においては、認知症対応型共同生活介護の事業所が備えるべき設備として「事務室」を付け
加えることとします。
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